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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第57期

第１四半期累計期間
第58期

第１四半期累計期間
第57期

会計期間
自  平成24年２月21日
至  平成24年５月20日

自  平成25年２月21日
至  平成25年５月20日

自  平成24年２月21日
至  平成25年２月20日

売上高 (千円) 30,832,379 31,664,518122,546,332

経常利益 (千円) 1,954,662 1,762,060 6,593,951

四半期(当期)純利益 (千円) 1,091,105 1,020,765 3,648,143

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,523,031 2,523,031 2,523,031

発行済株式総数 (株) 69,588,856 69,588,856 69,588,856

純資産額 (千円) 48,923,402 51,080,636 50,976,799

総資産額 (千円) 71,218,964 72,948,988 71,106,983

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 16.29 15.33 54.59

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 19.00

自己資本比率 (％) 68.4 69.7 71.4

(注)１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結経営指標等については記載しておりません。

　　２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　　４ 希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は記載し

ておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に変更はありません。また、当社は関係会

社を有しておりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。　

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

相手方の名称 契約の内容 契約締結日 契約期間

㈱みずほ銀行
総額50億円のコミットメントライン
契約による借入枠の設定

平成25年３月27日
平成25年３月28日から
平成26年３月27日まで

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州財政問題や中国の経済停滞の影響が懸念されるもの

の、米国経済の回復基調と相まって、円安進行による輸出企業を中心とした株価上昇や企業収益の回復など

明るい兆しが強まっております。

このような環境の中、当社は、北海道から沖縄までの全国47都道府県に、お客様にとって便利で標準化さ

れた店舗網の拡充をさらに進めるため、新規出店を継続して行ってまいりました。当第１四半期累計期間の

新規出店は６店舗となり、一方で不採算店舗を１店舗閉鎖したことで、期末の店舗数は840店舗となってお

ります。

商品別の売上高の動向におきましては、衣料部門はゴールデンウィーク期間後に気温が上昇し、夏物衣料

の販売ピークがずれ込む結果となりました。雑貨部門は、自社開発の三輪車などの大型育児用品が好調に推

移いたしました。

売上総利益におきましては、前年同期比で101.0％と、売上の伸びをやや下回りました。

販売費及び一般管理費におきましては、継続して固定費の削減に取り組んでまいりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は316億６千４百万円（前年同期比102.7％）、営業利益は17

億１百万円（前年同期比89.5％）、経常利益は17億６千２百万円（前年同期比90.1％）となりました。また

四半期純利益は10億２千万円（前年同期比93.6％）となりました。

なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグ

メントごとの業績の状況の記載を省略しております。
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（2）財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は729億４千８百万円と前事業年度末から18億４千２百万円の

増加となりました。これは、主に現金及び預金が９億２千４百万円増加したことや売掛金が６億７千３百万

円増加したことなどによります。

当第１四半期会計期間末における負債は218億６千８百万円と前事業年度末から17億３千８百万円の増

加となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が25億３百万円増加した一方、未払法人税等が13億４百

万円減少したことなどによります。

当第１四半期会計期間末における純資産は510億８千万円と前事業年度末から１億３百万円の増加とな

りました。これは、主に四半期純利益10億２千万円による増加の一方、配当金の支払６億６千７百万円およ

び自己株式の取得３億円があったことなどによります。

　
（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありま

せん。

　
（4）研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 191,220,000

計 191,220,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年５月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年７月３日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 69,588,85669,588,856

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 69,588,85669,588,856― ―

 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年２月21日
　　　　～
平成25年５月20日

― 69,588,856 ― 2,523,031 ― 2,321,155

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については，株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成25年２月20日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成25年２月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

2,819,600
2,308（注）１、２

完全議決権株式(その他)
普通株式

66,684,900
666,849（注）１、３

単元未満株式
普通株式

84,356
― ―

発行済株式総数 69,588,856 ― ―

総株主の議決権 ― 669,157 ―

(注)１　100株につき、１個の議決権を有しております。

２　当社所有の自己株式が2,588,800株、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式が

230,800株含まれております。　

３　証券保管振替機構名義の株式が3,300株(議決権33個)含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年２月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 　 　 　 　 　

株式会社西松屋チェーン
兵庫県姫路市飾東町庄
266番地の１

2,588,800230,8002,819,600 4.05

計 ― 2,588,800230,8002,819,600 4.05

(注)１　平成25年４月３日開催の取締役会での決議に基づき、平成25年４月に352,600株を取得しております。

２　他人名義で所有している理由等　

所有理由 名義人の氏名または名称 名義人の住所

「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託財
産として拠出

資産管理サービス信託銀行
株式会社（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１丁目８
―12　晴海アイランド
トリトンスクエア　オフィス
タワーＺ棟

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成25年２月21日から

平成25年５月20日まで)および第１四半期累計期間(平成25年２月21日から平成25年５月20日まで)に係る

四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成25年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,883,693 24,808,161

売掛金 1,025,117 1,699,002

商品 18,856,318 19,122,521

未着商品 441,367 711,759

預け金 2,148,381 1,935,343

その他 2,274,838 2,398,616

流動資産合計 48,629,718 50,675,405

固定資産

有形固定資産 6,514,188 6,519,074

無形固定資産 422,661 392,162

投資その他の資産

建設協力金 9,819,644 9,612,664

その他 5,720,770 5,749,681

投資その他の資産合計 15,540,415 15,362,345

固定資産合計 22,477,265 22,273,583

資産合計 71,106,983 72,948,988

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１, ※２
 11,540,568

※１, ※２
 14,044,419

未払法人税等 2,069,036 764,241

賞与引当金 549,055 828,101

設備関係支払手形 461,502 350,593

その他 ※１, ※２
 3,674,014

※１, ※２
 4,009,210

流動負債合計 18,294,178 19,996,565

固定負債

退職給付引当金 418,109 427,066

役員退職慰労引当金 277,000 288,950

資産除去債務 828,947 837,053

その他 311,948 318,716

固定負債合計 1,836,005 1,871,786

負債合計 20,130,183 21,868,352

EDINET提出書類

株式会社西松屋チェーン(E03287)

四半期報告書

 8/15



(単位：千円)

前事業年度
(平成25年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成25年５月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,523,031 2,523,031

資本剰余金 2,321,506 2,321,506

利益剰余金 48,302,686 48,655,760

自己株式 △2,472,758 △2,772,816

株主資本合計 50,674,465 50,727,481

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 52,368 85,477

繰延ヘッジ損益 22,716 40,371

評価・換算差額等合計 75,084 125,848

新株予約権 227,249 227,305

純資産合計 50,976,799 51,080,636

負債純資産合計 71,106,983 72,948,988
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年２月21日
　至 平成24年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年２月21日
　至 平成25年５月20日)

売上高 30,832,379 31,664,518

売上原価 19,315,351 20,035,424

売上総利益 11,517,027 11,629,094

販売費及び一般管理費 9,615,693 9,927,445

営業利益 1,901,334 1,701,648

営業外収益

受取利息 32,545 30,670

期日前決済割引料 17,527 15,817

その他 7,628 19,169

営業外収益合計 57,701 65,657

営業外費用

支払利息 3,286 2,553

支払手数料 1,084 2,679

その他 1 12

営業外費用合計 4,372 5,245

経常利益 1,954,662 1,762,060

税引前四半期純利益 1,954,662 1,762,060

法人税、住民税及び事業税 961,000 722,000

法人税等調整額 △97,442 19,294

法人税等合計 863,557 741,294

四半期純利益 1,091,105 1,020,765
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【会計方針の変更等】

　
当第１四半期累計期間

(自  平成25年２月21日  至  平成25年５月20日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年２月21日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１　ファクタリング期日前決済

仕入債務等については、ファクタリング方式により当社に対する債権者からファクタリング会社に譲渡

されており、一部支払条件の期日前決済を実施しております。

当該期日前決済については、四半期財務諸表において以下の金額を当第１四半期会計期間末残高から控

除して表示しております。

　
前事業年度

(平成25年２月20日)
当第１四半期会計期間
(平成25年５月20日)

買掛金 15,234,388千円 12,915,904千円

流動負債「その他」未払金 2,009,155千円 1,288,387千円

　

※２　偶発債務

仕入債務等のファクタリング方式による期日前決済額の内、遡及義務を負っている金額は、次のとおりで

あります。

　
前事業年度

(平成25年２月20日)
当第１四半期会計期間
(平成25年５月20日)

期日前決済額の内、
遡及義務を負っているもの

12,732,109千円 8,188,765千円

　

３　コミットメントライン契約

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

　
前事業年度

(平成25年２月20日)
当第１四半期会計期間
(平成25年５月20日)

コミットメントライン極度額
借入実行残高

－
－

5,000,000千円
－

借入未実行残高 － 5,000,000千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書および前第１四半期累計期間に係る四半

期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固

定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
(自  平成24年２月21日
至  平成24年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年２月21日
至  平成25年５月20日)

減価償却費 234,177千円 225,732千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成24年２月21日  至  平成24年５月20日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月15日
定時株主総会

普通株式 674,198千円10円00銭平成24年２月20日 平成24年５月16日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）に対

する配当金2,308千円を含んでおります。

　

２．株主資本の著しい変動

当社は、平成24年４月３日開催の取締役会決議により299,954千円（419,700株）の自己株式を取得し

ております。　

　

当第１四半期累計期間(自  平成25年２月21日  至  平成25年５月20日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月14日
定時株主総会

普通株式 669,999千円10円00銭平成25年２月20日 平成25年５月15日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）に対

する配当金2,308千円を含んでおります。

　

２．株主資本の著しい変動

当社は、平成25年４月３日開催の取締役会決議により299,940千円（352,600株）の自己株式を取得し

ております。　

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自  平成24年２月21日  至  平成24年５月20日)および当第１四半期累計期間(自 

平成25年２月21日  至  平成25年５月20日)

当社は、ベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成24年２月21日
至  平成24年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年２月21日
至  平成25年５月20日)

１株当たり四半期純利益金額 16円29銭 15円33銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 1,091,105 1,020,765

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 1,091,105 1,020,765

普通株式の期中平均株式数(株) 66,979,186 66,592,853

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　 　

　
平成25年６月26日

株式会社西松屋チェーン

    取締役会  御中     

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    木    村    文    彦    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中    田    　　明    　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社西松屋チェーンの平成25年２月21日から平成26年２月20日までの第58期事業年度の第１四半期会計期間
(平成25年２月21日から平成25年５月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年２月21日から平成25年５
月20日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西松屋チェーンの平成25年５月20日現在の財
政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項
がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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